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■
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
法
改

　
正
が
行
わ
れ
ま
し
た

　

最
近
の
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
を

巡
っ
て
は
、
返
礼
割
合
の
高
い
も

の
や
地
元
の
特
産
品
で
な
い
も
の
、

商
品
券
・
旅
行
券
な
ど
の
換
金
性

の
高
い
も
の
な
ど
を
返
礼
品
と
し

て
出
品
す
る
自
治
体
が
現
れ
、
自

治
体
間
の
過
度
な
返
礼
品
競
争
が

問
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
、
総
務
省
は
再
三

に
わ
た
り
「
高
額
品
」
を
返
礼
品

に
し
な
い
こ
と
や
「
商
品
券
」

「
家
電
」「
貴
金
属
」
を
返
礼
品
に

し
な
い
こ
と
な
ど
を
要
請
・
通
知

し
て
い
ま
し
た
が
、
改
善
し
な
い

自
治
体
が
あ
っ
た
た
め
、「
地
方

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」
が
６
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
、

次
の
よ
う
に
３
つ
の
基
準
が
明
確

に
な
り
ま
し
た
。

▼
ふ
る
さ
と
納
税
の
募
集
を
適
正

　

に
実
施
す
る
こ
と

　

法
改
正
後
は
、
返
礼
割
合
や
返

礼
品
を
地
場
産
品
と
し
て
い
る
か

な
ど
ル
ー
ル
を
守
っ
て
い
る
か
を

考
慮
し
、
総
務
大
臣
が
「
ふ
る
さ

と
納
税
の
対
象
と
な
る
団
体
」
と

し
て
指
定
し
ま
す
。

▼
返
礼
品
は
返
礼
割
合
を
３
割
以

　

下
と
す
る
こ
と

　

返
礼
割
合
を
３
割
以
内
に
す
る

こ
と
で
、
寄
付
先
に
よ
り
多
く
の

お
金
が
残
り
ま
す
。
い
た
だ
い
た

寄
付
が
少
し
で
も
地
域
で
活
用
さ

れ
る
よ
う
、
こ
の
ル
ー
ル
が
徹
底

さ
れ
ま
す
。

▼
返
礼
品
は
地
場
産
品
と
す
る
こ

　

と

　

返
礼
品
に
地
場
産
品
以
外
の
特

産
品
を
出
し
て
い
る
自
治
体
も
あ

り
ま
し
た
が
、
返
礼
品
を
地
元
の

品
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
寄
付
し

た
地
域
の
産
業
の
活
性
化
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。

■
ふ
る
さ
と
納
税
を
活
用
し
て

　
地
域
の
活
性
化
を
図
る

　

町
で
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

ル
ー
ル
を
守
り
な
が
ら
、
地
域
の

事
業
所
の
皆
さ
ん
と
協
力
し
て
、

ふ
る
さ
と
納
税
に
よ
る
本
町
の
活

性
化
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
地
域
振
興
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
５
４

　
　
（
内
線
２
３
７
）

ふるさと納税制度に係る指定制度が開始

総務省から「ふるさと納税の対象となる団体」に指定されました

i お 知 ら せ
▼

本
町
で
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
申
し
込
み
を
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら
受
け
付
け
て
い
ま
す

詳しくはこちらを
ご覧ください
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消
費
税
率
10
㌫
へ
の
引
上
げ
が
低
所
得

者
お
よ
び
子
育
て
世
帯
の
消
費
に
与
え
る

影
響
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お

け
る
消
費
を
下
支
え
す
る
た
め
、
プ
レ
ミ

ア
ム
付
商
品
券
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

　

町
で
は
、
低
所
得
者
お
よ
び
子
育
て
世

帯
主
に
対
し
て
、
お
得
に
買
い
物
が
で
き

る
「
甲
佐
町
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
」
を

発
行
・
販
売
し
ま
す
。

　

購
入
い
た
だ
い
た
「
甲
佐
町
プ
レ
ミ
ア

ム
付
商
品
券
」
は
、
消
費
税
率
引
上
げ
後

の
10
月
１
日
（
火
）
か
ら
６
カ
月
間
、
本

町
の
対
象
店
舗
で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

■
対
象
者

　

次
の
要
件
を
満
た
す
「
低
所
得
者
」
ま

た
は
「
子
育
て
世
帯
」
が
本
事
業
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

▼
低
所
得
者

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

・
平
成
31
年
１
月
１
日
に
お
い
て
、
甲
佐

　

町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

　

る
者

・
令
和
元
年
（
平
成
31
年
）
度
住
民
税
が

　

非
課
税
の
者
（
免
除
を
含
む
）

・
令
和
元
年
（
平
成
31
年
）
度
住
民
税
が

　

課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
被
扶
養
者
等
で

　

な
い
者

・
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
な
い
者

▼
子
育
て
世
帯
主

　

平
成
28
年
４
月
２
日
か
ら
令
和
元
年
９

月
30
日
ま
で
に
出
生
し
た
児
童
の
属
す
る

世
帯
の
世
帯
主

■
販
売
価
格

　

１
セ
ッ
ト（
10
枚
つ
づ
り
）４
，０
０
０
円

※
１
枚
５
０
０
円
で
使
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

お
ひ
と
り
あ
た
り
最
大
５
セ
ッ
ト
ま
で

　

購
入
で
き
ま
す
。

　
（
最
大
２
５
，
０
０
０
円
分
の
商
品

券
を
、
２
０
，
０
０
０
円
で
購
入
可
能
）

※
甲
佐
町
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
使
用

　

期
限
は
、
令
和
２
年
３
月
31
日
（
火
）

　

ま
で
で
す
。

■
商
品
券
購
入
の
流
れ

　

対
象
と
な
る
人
は
、
次
の
手
順
で
商
品

券
を
購
入
で
き
ま
す
。「
低
所
得
者
」
で

あ
り
、
か
つ
「
子
育
て
世
帯
主
」
の
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。

▼
低
所
得
者
の
場
合

①
対
象
者
と
見
込
ま
れ
る
人
に
は
、
町
福

　

祉
課
か
ら
７
月
下
旬
を
め
ど
に
「
購
入

　

引
換
券
交
付
申
請
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

②
送
付
さ
れ
た
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

　

入
し
、
町
福
祉
課
へ
提
出
ま
た
は
郵
送

　

し
て
く
だ
さ
い
。

③
申
請
内
容
を
審
査
後
、
該
当
者
に
「
商

　

品
券
購
入
引
換
券
」
を
９
月
下
旬
以
降

　

に
交
付
し
ま
す
。

④
交
付
さ
れ
た
購
入
引
換
券
を
持
っ
て
、

　

販
売
所
（
甲
佐
町
商
工
会
）
で
商
品
券

　

を
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
子
育
て
世
帯
主
の
場
合

①
対
象
者
（
子
育
て
世
帯
主
）
へ
９
月
下

　

旬
に
町
福
祉
課
よ
り
「
購
入
引
換
券
」

　

を
交
付
し
ま
す
。
申
請
書
は
不
要
で
す
。

②
交
付
さ
れ
た
購
入
引
換
券
を
持
っ
て
、

　

販
売
所
（
甲
佐
町
商
工
会
）
で
商
品
券

　

を
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

■
商
品
券
販
売
所
と
販
売
期
間

▼
販
売
所

　

甲
佐
町
商
工
会

　
　

０
９
６
‐
２
３
４
‐
０
２
７
２

▼
販
売
期
間

　

10
月
１
日
（
土
）
〜
令
和
２
年
２
月
28

日
（
金
）

※「
購
入
引
換
券
」「
身
分
証
明
書
（
運
転

　

免
許
証
等
）」
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

※
本
町
か
ら
転
出
の
場
合
は
、
甲
佐
町
プ

　

レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
払
い
戻
し
や
転

　

入
先
市
町
村
で
の
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
商
品
券
使
用
時
の
留
意
事
項

▼
使
用
可
能
な
店
舗

　

募
集
に
よ
り
決
定
し
た
町
内
の
飲
食
・

小
売
・
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
提
供
す
る
事
業

者
（
店
舗
）
で
、
使
用
期
限
内
の
み
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。

▼
商
品
券
の
使
用
対
象
と
な
ら
な
い
も
の

　

次
に
示
す
支
払
い
や
購
入
に
は
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、
転
売
お
よ
び

譲
渡
も
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

・
不
動
産
や
金
融
商
品
に
関
わ
る
支
払
い

・
た
ば
こ

・
商
品
券
な
ど
の
換
金
性
の
高
い
も
の

・
税
金
や
電
気
・
ガ
ス
・
水
道
料
金
な
ど

・
現
金
と
の
交
換

・
商
品
券
の
交
換
ま
た
は
売
買

▼ 

お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
福
祉
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
4

　
　
（
内
線
１
４
４
）

１０月１日から「プレミアム付商品券事業」
が始まります

TEL


